
 

○甲賀市まちづくり活動センター条例 

平成３０年１２月２８日 

条例第３２号 

（設置） 

第１条 市民協働による豊かな地域社会の実現を目指すため、その実現に寄与する

市民のまちづくり活動の支援及び推進を図るための拠点施設として、甲賀市まち

づくり活動センター（以下「センター」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

甲賀市まちづくり活動センター 甲賀市水口町水口６００９番地１ 

（業務内容） 

第３条 センターは、次に掲げる業務を行う。 

（１） まちづくり活動を推進するための施設及び附属設備（以下「施設等」と

いう。）の提供に関すること。 

（２） まちづくり活動に関する情報の収集及び提供に関すること。 

（３） まちづくり活動に関する相談に関すること。 

（４） まちづくり活動に関する人材の育成に関すること。 

（５） まちづくり活動に関する交流の促進に関すること。 

（６） まちづくり活動の推進に関する支援及び協働に関すること。 

（７） まちづくり活動の推進に関する調査及び研究に関すること。 

（８） 前各号に掲げるもののほか、まちづくりの推進に関し市長が必要と認め

た業務に関すること。 

（利用時間等） 

第４条 センターの利用時間は、午前９時から午後１０時までとする。 

２ センターの休館日は、１２月２９日から翌年１月３日までとする。 

３ 市長は、必要と認めるときは、第１項に規定する利用時間を変更し、又は前項

に定める休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。 

（利用の申請等） 



第５条 センターの施設等を利用しようとする者（以下「施設等利用者」という。）

は、市長に申請し、利用の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変

更しようとするときも、同様とする。 

２ 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要と認めるとき

は、その利用の許可に条件を付することができる。 

３ 次に掲げるセンターの附属設備を利用することができる者は、まちづくり活動

を行う団体又は個人であって、本市において主たる活動を行うもののうち市長が

適当と認めるものとする。 

（１） ロッカー 

（２） メールボックス 

（３） スチール棚 

（利用の制限） 

第６条 市長は、施設等利用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、

センターの施設等の利用を許可しない。 

（１） 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。 

（２） 施設等を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。 

（３） 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあるとき。 

（４） 前３号に掲げるもののほか、センターの管理上適当でないと認めるとき。 

（物品販売等の許可） 

第７条 センターにおいて次の各号のいずれかに該当する行為を行おうとする者は、

市長の許可を受けなければならない。 

（１） 物品の販売及びサービスの提供 

（２） 寄附の募集 

（３） 広告物の掲示及び配布 

（４） 前３号に掲げるもののほか、これらに類する行為 

２ 市長は、前条各号のいずれかに該当するときは、前項各号の行為を許可しない。 

（使用料） 

第８条 施設等利用者は、利用の許可を受けたときは、別表で定める使用料を納付

しなければならない。 

２ 市長は、公益上特別な理由があると認めるときは、別に定めるところにより、



使用料を減額し、又は免除することができる。 

（使用料の還付） 

第９条 市長は、既に納入した使用料は、還付しない。ただし、許可を受けた者が

自己の責めに帰することができない事由により、利用又は行為ができなくなった

ときその他市長が正当と認める事由がある場合は、使用料の全部又は一部を還付

することができる。 

（利用許可の取消し等） 

第１０条 市長は、施設等利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利

用の条件を変更し、利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。 

（１） この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

（２） 利用の許可の目的又は許可に付した条件に違反したとき。 

（３） 第６条各号のいずれかに該当したとき。 

（４） 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。 

（５） 公益上やむを得ない理由が生じたとき。 

（６） 災害その他緊急事態の発生により、センターの利用が不能となったとき。 

２ 前項の措置により、施設等利用者に損害を及ぼすことがあっても、市長は、そ

の責めを負わない。 

（利用権の譲渡等の禁止） 

第１１条 施設等利用者は、利用の目的を許可なく変更し、又はその利用する権利

を譲渡し、若しくは転貸してはならない。 

（特別の設備等の承認） 

第１２条 施設等利用者は、施設に特別の設備をし、又は附属設備以外の設備を施

設に持ち込もうとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。 

（利用者の遵守事項） 

第１３条 施設等利用者は、市長が指示した事項を遵守しなければならない。 

２ 施設等利用者は、その利用を終了したときは、速やかに当該施設を原状に回復

しなければならない。第１０条第１項の規定により、利用の停止又は許可の取消

しを受けたときも同様とする。 

（立ち入り等） 

第１４条 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、利用を許可



した施設に立ち入り、施設等利用者に質問し、又は必要な指示をすることができ

る。 

（賠償責任） 

第１５条 施設等利用者は、その責めに帰すべき理由により、施設等を汚損し、破

損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなけれ

ばならない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この

限りでない。 

２ 施設等利用者が前項による義務を履行しない場合は、市長がこれを代行し、こ

れに要した費用を施設等利用者から徴収する。 

（入館の禁止等） 

第１６条 市長は、センター内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入館

を禁止し、又はその者に対し、退館を命じることができる。 

（指定管理者の指定等） 

第１７条 市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）

第２４４条の２第３項の規定により、センターの管理に関する次に掲げる業務（以

下「管理業務」という。）を指定管理者に行わせることができる。 

（１） 施設等の利用の許可に関する業務 

（２） 施設等の維持管理に関する業務 

（３） 利用料金（法第２４４条の２第８項に規定する料金をいう。）の収受に

関する業務 

（４） センターの設置目的を達成するための事業に関する業務 

（５） センターの利用者の利便性を向上させるために必要な業務 

（６） 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に関して市長が必要と認め

る業務 

２ 前項の規定により、市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合における第５

条、第６条、第７条、第１０条第１項、第１２条、第１３条第１項、第１４条、

第１５条及び第１６条の規定の適用については、「市長」とあるのは「指定管理

者」とし、第８条第２項及び第９条の規定の適用については、「市長」とあるの

は「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とし、第１０条第２項

の規定の適用については、「市長」とあるのは「市長及び指定管理者」とする。 



３ 第１項の規定により、市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合において、

指定管理者は市長の承認を得て、第４条に規定する利用時間を変更し、又は臨時

に休館日を定めることができる。 

（利用料金） 

第１８条 前条第１項の規定により、指定管理者に管理業務を行わせる場合におけ

る利用料金の額は、別表の範囲において、指定管理者が市長の承認を得て定める

ものとする。 

（委任） 

第１９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定め

る日から施行する。 

（準備行為） 

２ 第５条の規定による利用の申請その他の準備行為は、この条例の施行の日前に

おいても行うことができる。 

別表（第８条、第１８条関係） 

区分 単位 １時間当たりの使用料の額（円） 

９：００～１７：００ １７：００～２２：００ 

会議室１ １室 ２００ ３００ 

会議室２ １室 ２００ ３００ 

和室１ １室 ２００ ３００ 

和室２ １室 ２００ ３００ 

練習室 １室 ３００ ４５０ 

多目的室１ １室 ４００ ６００ 

多目的室２ １室 ６００ ９００ 

キッチンスペース １室 ３００ ４５０ 

ロッカー １個 規則で定める額 

メールボックス １個 規則で定める額 



スチール棚 １段 規則で定める額 

備考 

１ 利用時間が１時間に満たない場合の使用料は、１時間とみなした額とし、

利用時間を延長する場合も同様とする。なお、準備及び後始末に要する時間

は、利用時間に含まれるものとする。 

２ 特別の理由により利用時間の規定を超えて利用する場合の１時間当たりの

使用料の額は、区分の欄に応じ、１時間当たりの使用料の額１７：００～２

２：００の欄の使用料の３割に相当する額を同欄の使用料に加算した額とす

る。 

３ 市外に居住する者若しくは市外に居住する者が半数を超えて構成員となっ

ている団体又は市外にその本拠を置く団体が利用する場合の１時間当たりの

使用料の額は、この表に定める額の２倍に相当する額とする。 

４ 営利の目的をもって利用する場合の１時間当たりの使用料の額は、この表

に定める額の３倍に相当する額とする。 

５ 入場料その他これに類する金銭を徴収する場合の使用料の総額は、この表

に定める額の３倍に相当する額に利用時間を乗じた額に入場料総収入額の１

割に相当する額を加算した額とする。 

６ ロッカー、メールボックス又はスチール棚の使用料は、利用期間の初日の

属する月から利用期間の末日の属する月までの月数により計算する。 

７ 使用料の額に１００円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。 

 


